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「地域密着型通所介護」・「第一号通所事業」重要事項説明書 

（デイサービス） 

 

当センターは、ご利用者に対して地域密着型通所介護サービス・第一号通所事業を提

供します。センターの概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこ

とを次のとおり説明します。 

 
◇◇◇ 目 次 ◇◇◇ 

１．センター経営法人（事業者） １ 

２．ご利用センターの概要 ２ 

３．職員の配置状況等 ２ 

４．提供するサービスの概要 ３ 

５．利用料 ３ 

６．利用料金のお支払い方法 ３ 

７．利用中の中止 ４ 

８．契約の終了について ４ 

９．非常時災害時の対策 ５ 

10. 緊急時の対応 ５ 

11. 身体拘束の禁止 ６ 

12．センターご利用の際に留意いただく事項 ６ 

13. 運営推進会議の開催 ６ 

14．苦情の受付 ６ 

15. 事故発生時の対応について ７ 

 

１．センター経営法人（事業者） 

（１）法 人 名 社会福祉法人 大仙ふくし会 

（２）法人所在地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南７８番地 

（３）電 話 番 号 ０１８７－８７－１１１２ 

（４）代表者氏名 理事長 藤 原 正 吾 

（５）設 立 年 月 平成２０年 ３月 

当施設は、介護保険の指定を受けています。

地域密着型通所介護 

（大曲仙北広域市町村圏組合指定 第０５７０８２３４７６号）

第一号通所事業 

（大曲仙北広域市町村圏組合指定 第０５Ａ０８０００３９号） 
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２．ご利用センターの概要 

（１）施設の名称 峰山荘デイサービスセンター 

（２）施設の種類 指定地域密着型通所介護事業所 

指定第一号通所事業所 

（３）センターの目的 〔地域密着型通所介護〕できる限り住みなれた地域で生活を

継続できるよう、地域密着型通所介護計画に基づき、入浴、排

泄、食事等の介護、生活に関する相談と助言、健康状態の確認

その他必要な日常生活上の援助と機能訓練を提供することに

より、利用者の心身機能の維持と介護している家族の負担軽減を

図ることを目的とした施設です。 

〔第一号通所事業〕日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態

の維持や改善の可能性の高い要支援等の利用者に対し、介護予

防サービス支援計画に基づき心身の活性化を図るための各種

サービスを提供することを目的とした施設です。 

（４）センターの所在地 秋田県大仙市協和中淀川字中村１２番地２ 

（５）電 話 番 号 ０１８－８９３－５５２０ 

（６）管理者氏名 藤木 雅子 

（７）センターの運営方針 利用者の人間としての尊厳や人格を尊重し、自立した家

庭生活を営むことへの支援及び社会的孤立感の解消を目指し

運営します。 

（８）福祉サービス第三者評価 当事業所では行っておりません。 

（９）開 設 年 月 平成２７年 ４月 １日 

（10） 利用者定員 １５人（第一号通所事業を含む） 

（11） 営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 但し、土曜日・日曜日・祝日及び 

１２月２９日から１月３日までを除く 

午前９時１５分から午後４時２０分（サービス提供時間） 

 

３．職員の配置状況等 

当センターでは、ご利用者に対して地域密着型通所介護・第一号通所事業を提供

する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〔主な職員の配置状況〕 ※職員配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 常勤換算職員数 備 考 

１．管理者 １名  

２．生活相談員 １名以上  

３．看護師 １名以上 兼機能訓練指導員 



- 3 -  

 

４．介護職員 3 名以上  

５．機能訓練指導員 １名以上 兼看護師 

６. 運転員 １名  

 

４．提供するサービスの概要 

サービスの種類 内 容 

・入 浴 ・心身の清潔保持のため一般入浴、特別入浴等必要なサービス

を実施します。 

・食 事 ・身体の状況及び嗜好を考慮した食事（特別食）を提供します。

必要に応じて介助します。 

・相談・助言 ・生き生きと安定した生活が送れるよう日常生活の相談・助言

等を行います。 

・日常生活上の援助 ・日常生活動作能力に応じて必要な介助を行います。 

（排泄、食事、移動、その他必要な身体介助） 

・個別機能訓練 

 

 

・送 迎 

・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

並びに心身の活性化を図るための各種サービスを実施しま

す。 

・身体状況にあった車輌に配慮し、送迎を行います。 

・健康チェック ・血圧、体温、脈拍等健康状態の観察を行います。 

 

５．利用料 

別紙の料金表によって、ご利用者の要介護度（要支援等）に応じたサービス利用料

金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。 

※ご利用者がまだ要介護等の認定を受けていない場合には、サービス料金の全額をいったんお支払いい

ただくこともあります。要介護等の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻さ

れます。 

 

６．利用料金のお支払い方法 

前記の利用料金は、１カ月毎に計算しご請求いたします。（１カ月に満たない期

間のサービスに関する料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 
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基本的には、口座振替でお願いをしていますが、ご都合により施設窓口での現金支

払い、または指定口座への振り込みも可能です。 

 

 

７．利用中の中止 

以下の場合は、利用途中でもサービスを中止することがあります。 

① 利用日の健康チェックの結果、風邪等により体調が悪かった場合 

② 利用中に体調が悪くなった場合 

③ 他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

８．契約の終了について 

当センターとの契約では、契約が終了する期日を特に定めていません。従って、

以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。仮に

このような事項に該当するに至った場合は、当センターとの契約は終了していただく

ことになります。 

 

 

〔ご利用者からの解約の申し出〕 

契約の有効期間であっても、ご利用者から解約を申し出ることができます。

その場合は、解約を希望する日の７日前までに解約届書をご提出下さい。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約することができます。 

(1) 指定金融機関口座からの自動引き落とし…翌月２５日振替 

(2) 施設窓口での現金支払い…翌月２５日まで 

(3) 施設指定口座への振り込み…翌月２５日まで 

①要介護認定等により、ご利用者の心身の状況が自立（非該当）と判定された場合 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりセンターを閉

鎖した場合 

③当センターの滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可

能になった場合 

④当センターが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご利用者から解約の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥事業者が解約の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
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〔事業者からの申し出により解約となる場合〕 

以下の事項に該当する場合は、解約となることがあります。 

 

９．非常時災害時の対策 

〔非常時の対応〕 「特別養護老人ホーム峰山荘 消防計画」により対応します。 

〔非常通報の体制〕 自動通報設備により、消防署と全職員での連絡体制を確保し

ています。 

〔近隣との協力〕 大仙市消防団協和支団第４分団と非常時の応援協力体制を確

保しています。 

〔避難訓練〕 避難訓練をご利用者・職員の参加で年２回実施しています。 

〔防災設備の概要〕 非常通報設備、スプリンクラー設備、消火器４４器 他 

 

１０. 緊急時の対応 

ご利用者様の病状が急変した場合、その他必要な場合には、速やかに主治医やご

利用者の家族に連絡等をとるなど、必要な措置を講じます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

① ご利用者が入院された場合 

② 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型通所

介護・第一号通所事業を実施しない場合 

④事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用

等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認め

られる場合 

⑥他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れ 

がある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合 

①ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、又は不実の告示を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合 

②ご利用者によるサービス利用料金の支払いが３カ月以上遅延し、相当期間を定めた

催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ３ヵ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった

場合 

④ ご利用者やご家族等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若

しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為 

を行うことなどによって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
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１１. 身体拘束の禁止 

原則として、ご利用者様の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束し

ます。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に

利用者様及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その様態及び時

間、その際のご利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録しま

す。 

 

１２．センターご利用の際に留意いただく事項 

〔居室・設備・器具の使用〕 センター内の居室や設備・器具は、本来の用途に従

ってご利用下さい。これに反したご利用により、破損等が生じ

た場合、賠償していただくことがあります。 

〔喫煙等〕    センター内外、禁煙とさせていただきます。 

〔迷惑行為〕 喧嘩、暴行、中傷、口論など他人に対する迷惑行為はしないで

下さい。 

〔所持品の管理〕 原則的に所持品は、日常生活用品に限り、貴重品は避けていた

だきます。 

〔宗教・政治活動〕 施設内で他の人に対して、自身の信心している宗教活動や政

治活動を強要しないで下さい。 

〔動物の持ち込み〕 禁止とさせていただきます。 

 

１３．運営推進会議の開催 

(1) 運営推進会議の設置 利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職

員等により構成します。 

(2) 運営推進会議の時期 ６ヵ月に１回以上を開催し、活動状況を報告し、評

価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞くこととする。 

 

１４．苦情の受付 

(1) 当センターにおける苦情やご相談は、以下の窓口で受け付けます。 

○ 当施設苦情受付窓口（担当者） 

職 名 生活相談員 〇〇 〇〇 

○ 受付時間 

毎週月曜日から金曜日（ただし、祝日等は除く） 

８：３０ ～ １７：１５ 

(2) 当施設以外でも苦情を受け付けております。 

○ 大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 電話 0187-86-3910 

○ 大仙市役所（高齢者包括支援センター） 電話 0187-63-1111 
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○ 秋田県国民健康保険団体連合会 電話 018-883-1550 

○ 秋田県社会福祉協議会（福祉サービス相談支援センター） 

電話 018-864-2726 

 

１５．事故発生時の対応について 

事故発生の際は、直ちにご家族及び居宅介護支援事業所、並びに保険者（市 

町村）等に連絡し必要な措置を講じるとともに、当該事故の状況及び事故に際して

とった処置について記録します。 

また、サービスの提供にあたり賠償すべき事故が発生した場合は、速やかにそ

の損害を賠償いたします。 
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令和 年 月 日 

 

地域密着型通所介護・第一号通所事業の提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項の説明を行いました。 

 
指定地域密着型通所介護・第一号通所事業 

峰山荘デイサービスセンター 

 

説明者 職名 生活相談員 氏 名  印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定地域密着型

通所介護・指定第一号通所事業の提供開始に同意し、受領いたしました。 

 

 

利用者住所   

 
氏 名  印  

 

 

〔代理人住所〕   

 
〔氏 名〕  印  

 

（ 続 柄 ） 


